
閑
院
大
将
の
名
で
世
に
知
ら
れ
た
藤
原
朝
光
は
、
堀
河
関
白
兼
通
と
三
品

（
Ｉ
）

兵
部
卿
有
明
親
王
女
昭
子
女
王
と
の
間
の
一
男
と
し
て
、
村
上
天
皇
の
天
暦

五
年
（
九
五
一
）
に
そ
の
生
を
受
け
た
。
父
兼
通
は
、
冷
泉
・
円
融
二
代
の

外
祖
父
と
な
り
九
条
流
繁
栄
の
基
礎
を
築
い
た
師
輔
の
次
男
で
あ
っ
た
が
、

実
弟
兼
家
に
官
途
の
上
で
大
き
く
遅
れ
を
と
り
、
長
兄
伊
尹
が
天
禄
三
年

（
？
》
｝

（
九
七
二
）
十
一
月
に
四
十
九
歳
の
若
さ
で
莞
じ
た
と
き
、
兼
家
の
正
三
位

大
納
言
右
近
衛
大
将
に
対
し
、
従
三
位
権
中
納
言
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
順
当

に
行
け
ば
、
伊
尹
の
後
任
は
兼
家
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
兼
通
は
、

妹
安
子
（
村
上
中
宮
。
冷
泉
・
円
融
母
）
の
遺
言
を
楯
に
一
躍
内
大
臣
、
そ

（
３
）

し
て
内
覧
の
宣
旨
を
受
け
、
一
気
に
政
権
の
座
に
着
い
た
。
こ
の
時
、
朝

光
は
従
五
位
上
右
近
衛
少
将
で
二
十
二
歳
。
兼
通
は
、
翌
天
延
元
年
（
九
七

三
）
に
娘
嬉
子
を
入
内
・
立
后
さ
せ
、
息
子
た
ち
の
昇
進
を
急
い
で
自
家
に

（
４
）

よ
る
体
制
固
め
を
図
っ
た
が
、
そ
の
結
果
朝
光
は
、
天
延
元
年
に
正
五
位
上

朝
光
の
結
婚

Ⅱ■■■■■■■

朝
光
の
結
婚

ｌ
「
栄
花
物
語
』
・
『
大
鏡
』
考
１
１

左
中
将
、
二
年
に
従
四
位
下
頭
中
将
か
ら
参
議
、
さ
ら
に
権
中
納
言
を
経
て
、

天
元
元
年
（
九
七
八
）
に
は
二
十
八
歳
の
若
さ
で
従
二
位
権
大
納
言
に
し
て

一
一
、
〉

左
大
将
を
兼
ね
る
と
い
う
当
時
と
し
て
は
異
数
の
昇
進
を
遂
げ
た
。
朝
光
に

は
七
歳
年
上
の
異
母
兄
顕
光
（
母
は
式
部
卿
元
平
親
王
女
）
が
い
た
が
、
こ

（
、
ｈ
）

の
間
の
昇
進
は
常
に
朝
光
が
一
歩
先
ん
じ
て
い
た
。
娼
子
と
母
を
同
じ
く
す

（
弓
ｊ
）

る
こ
と
が
有
利
に
働
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
無
能
ぶ
り
が
人
々
の
廟
弄

（
８
）

の
的
に
な
っ
た
顕
光
に
比
し
て
、
朝
光
は
資
質
の
上
で
も
父
の
期
待
を
負
う

に
足
る
人
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
ｃ
『
栄
花
物
語
」
は
朝
光
に
つ
い
て
、
「
あ
る

（
り
）

が
な
か
に
め
で
た
き
お
ぼ
え
お
は
し
き
」
と
言
い
、
「
大
鏡
」
は
朝
光
の
人

と
な
り
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

ま
た
、
堀
河
関
白
殿
の
御
二
郎
、
兵
部
卿
有
明
親
王
の
御
女
の
腹
の
君
、

中
宮
の
御
一
腹
に
は
お
は
せ
ず
、
こ
れ
は
ま
た
、
閑
院
大
将
朝
光
と
ぞ
申

し
し
。
兄
の
大
臣
、
宰
相
に
て
お
は
し
け
る
ほ
ど
は
、
こ
の
殿
は
中
納
言

に
て
ぞ
お
は
し
け
る
。
引
き
越
さ
れ
た
ま
ひ
け
る
ぞ
め
で
た
く
、
そ
の
頃

な
ど
す
べ
て
い
み
じ
か
り
し
御
世
お
ぼ
え
に
て
、
御
ま
じ
ら
ひ
の
ほ
ど
な

高
橋
照
美

一



容
姿
端
麗
で
華
美
を
好
み
、
和
歌
の
才
に
も
恵
ま
れ
た
朝
光
は
、
宮
廷
社

会
の
寵
児
で
あ
り
、
そ
の
歌
集
『
朝
光
集
」
か
ら
は
華
や
か
な
恋
愛
遍
歴
が

（
Ⅱ
｝

窺
え
る
が
、
そ
ん
な
彼
に
は
ま
っ
た
く
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
女
性
関
係
に
よ
っ

て
後
世
に
ま
で
悪
名
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
親
子
ほ
ど
も
年
の

離
れ
た
枇
杷
大
納
言
源
延
光
の
未
亡
人
と
の
結
婚
で
あ
る
。

ど
、
こ
と
の
ほ
か
に
き
ら
め
き
た
ま
ひ
き
。
胡
錬
の
水
精
の
筈
も
、
こ
の

殿
の
思
ひ
寄
り
し
出
で
た
ま
へ
る
な
り
。
何
事
の
行
幸
に
ぞ
や
つ
か
ま
つ

り
た
ま
へ
り
し
に
、
こ
の
胡
錬
負
ひ
た
ま
へ
り
し
は
、
朝
日
の
光
に
輝
き

あ
ひ
て
、
さ
る
め
で
た
き
こ
と
や
は
は
べ
り
し
。
今
は
目
馴
れ
に
た
れ
ば
、

（
旧
）

め
づ
ら
し
か
ら
ず
人
も
思
ひ
て
は
く
る
ぞ
。
（
兼
通
伝
）

師
輔

元
平
親
王
ｌ
女

<系図1＞

朝
光
と
延
光
未
亡
人
の
結
婚
に
つ
い
て
、
『
栄
花
物
語
」
は
次
の
よ
う
に

伝
え
て
い
る
。

は
じ
め
朝
光
は
、
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
『
李
部
王
記
」
の
記
主
と
し
て
知

ら
れ
る
重
明
親
王
と
、
村
上
天
皇
と
の
ロ
マ
ン
ス
で
名
高
い
尚
侍
登
子
（
師

（
朝
光
女
姫
子
の
）
母
上
は
、
九
条
殿
の
御
女
、
登
花
殿
尚
侍
の
御
腹
に
、

延
喜
の
帝
の
御
子
の
重
明
の
式
部
卿
の
御
女
に
お
は
し
ま
す
。
〈
中
略
〉
こ

の
母
宮
に
は
殿
は
今
は
御
心
か
は
り
て
、
枇
杷
の
大
納
言
延
光
の
北
の
方

は
、
故
敦
忠
の
権
中
納
言
の
御
女
な
り
、
そ
れ
に
大
納
言
う
せ
た
ま
ひ
て

後
は
お
は
し
通
ひ
て
、
こ
の
上
を
ば
た
だ
よ
そ
人
の
や
う
に
て
お
は
す
る

に
、
男
君
達
二
人
こ
の
姫
君
と
お
は
す
れ
ば
、
何
ご
と
も
や
ん
ご
と
な
く

ぞ
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
れ
ど
、
さ
や
う
の
こ
と
は
同
じ
所
に
て
あ
つ
か
ひ

き
こ
え
た
ま
は
ん
こ
そ
よ
か
べ
け
れ
、
よ
そ
よ
そ
に
は
な
ら
せ
た
ま
へ
り
。

か
の
枇
杷
の
北
の
方
い
み
じ
う
か
し
こ
う
も
の
し
た
ま
ふ
人
な
り
。
こ
の

上
は
児
の
や
う
に
お
は
し
け
れ
ば
、
い
か
に
と
の
み
世
人
言
ひ
思
へ
り
。

小
一
条
の
大
将
の
北
の
方
も
、
こ
の
枇
杷
の
大
納
言
の
御
女
に
お
は
し
け

れ
ば
、
い
と
お
と
な
お
と
な
し
き
御
継
女
の
ほ
ど
な
ど
を
、
世
人
内
々
に

は
聞
ゆ
く
か
め
れ
ど
、
お
ほ
か
た
大
将
の
御
お
ぼ
え
の
い
と
い
み
じ
け
れ

ば
、
人
も
え
聞
え
ぬ
な
る
べ
し
。
御
母
ば
か
り
と
ぞ
言
は
れ
た
ま
ひ
け
る
。

（
巻
第
二
・
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
）

｜
’

一
一



（
瞳
）

輔
女
）
と
の
間
に
生
ま
れ
た
某
女
王
と
結
婚
し
、
三
男
一
女
を
儲
け
た
が
、

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
「
児
の
や
う
」
な
心
も
ち
の
妻
を
嫌
っ
て
、
「
い
と
か

し
こ
う
も
の
し
た
ま
」
う
枇
杷
大
納
言
延
光
の
未
亡
人
の
も
と
に
通
う
よ
う

に
な
っ
た
。
枇
杷
大
納
言
こ
と
源
延
光
は
醍
醐
皇
子
代
明
親
王
の
三
男
で
、

（
咽
一

天
延
四
年
（
九
七
六
）
五
十
歳
で
莞
じ
て
い
る
。
そ
の
室
は
、
天
慶
六
年

（
川
）

（
九
四
三
）
に
莞
じ
た
権
中
納
言
藤
原
敦
忠
（
時
平
男
）
の
娘
で
あ
り
、
延

光
と
の
間
の
女
子
は
小
一
条
家
の
済
時
と
結
婚
し
て
い
た
。
女
婿
の
済
時
が

（
旧
一

朝
光
よ
り
十
歳
年
長
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
敦
忠
女
が
朝
光
の
「
御
母

ば
か
り
」
と
い
う
世
評
も
無
理
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

醍
醐
天
皇朝

光
の
結
婚 代

明
親
王
ｌ
源
延
光
済
時

Ｔ
一

時
平
ｌ
敦
忠
ｌ
女

有
明
親
王
ｌ
女
ｌ
朝
光

４

重
明
親
王

一
登
子

朝
経

登
朝

相
経

姫
子

<系図2＞

二
人
の
結
婚
の
事
実
は
、
『
朝
光
集
」
一
○
二
番
歌
の
「
ひ
わ
と
の
に
て

か
よ
ひ
は
し
め
は
へ
り
て
、
ゆ
き
の
ふ
る
に
か
へ
り
て
、
す
な
わ
ち
」
と
い

（
川
）

う
訶
書
や
、
敦
忠
女
を
朝
光
男
朝
経
の
「
可
謂
継
母
鍬
」
と
す
る
『
小
右
記
」

一
而
一

の
記
事
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
一
朝
光
集
」
「
高
光
集
』
に
は
、
出

家
し
て
多
武
峰
に
あ
っ
た
高
光
（
師
輔
男
）
に
、
敦
忠
女
の
病
平
癒
の
祈
祷

（
鵬
｝

を
依
頼
し
た
際
の
贈
答
も
見
え
、
朝
光
と
敦
忠
女
の
間
に
浅
か
ら
ぬ
交
情
の

一
冊
〉

あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
宮
廷
社
会
の
耳
Ⅱ
を
集
め
る
貴
紳
の

一
人
で
あ
っ
た
朝
光
が
、
出
自
年
齢
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
点
で
好
一
対
と
思
わ

れ
る
重
明
親
王
女
を
捨
て
て
敦
忠
女
の
も
と
に
走
っ
た
こ
と
は
、
世
の
蜜
篭

を
買
う
と
同
時
に
格
好
の
噂
の
種
と
な
り
、
そ
の
真
意
が
さ
ま
ざ
ま
に
取
り

沙
汰
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
先
に
引
用
し
た
『
栄
花
物
語
」
は
、

朝
光
が
敦
忠
女
に
引
か
れ
た
理
由
を
、
「
い
と
か
し
こ
う
も
の
し
た
ま
」
う

と
い
う
彼
女
の
人
柄
や
才
覚
に
求
め
て
い
る
が
、
「
大
鏡
」
増
補
本
系
諸
本

が
伝
え
る
結
婚
の
動
機
は
は
る
か
に
即
物
的
で
あ
る
。

こ
の
閑
院
の
大
将
殿
は
、
後
に
は
こ
の
君
達
の
母
を
ば
さ
り
て
、
枇
杷

大
納
言
延
光
の
卿
の
う
せ
た
ま
ひ
に
し
後
、
そ
の
上
の
、
年
老
い
て
、
か

た
ち
な
ど
わ
る
く
お
は
し
け
る
に
や
、
こ
と
な
る
こ
と
聞
こ
え
た
ま
は
ざ

り
し
を
ぞ
住
み
た
ま
ひ
し
・
徳
に
つ
き
た
ま
へ
る
と
ぞ
世
人
申
し
し
。
さ

し
ぞ
か
し
。
こ
の
今
の
上
の
御
も
と
に
は
、
女
房
三
十
人
ば
か
り
、
裳
．

不
合
に
お
は
す
と
て
、
か
か
る
今
北
の
方
を
ま
う
け
て
、
さ
り
た
ま
ひ
に

て
、
世
覚
え
も
お
と
り
た
ま
ひ
に
し
ぞ
か
し
。
も
と
の
上
、
御
か
た
ち
も

い
と
う
つ
く
し
く
、
人
の
ほ
ど
も
や
む
ご
と
な
く
お
は
し
ま
し
し
か
ど
、

一
一
一



朝
光
は
敦
忠
女
の
財
産
に
目
が
く
ら
み
、
美
し
く
高
貴
で
は
あ
っ
た
が
貧

し
い
先
妻
を
捨
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
語
ら
れ
る
至
れ
り
尽
く
せ

り
の
さ
ま
を
見
れ
ば
、
「
栄
化
物
語
」
の
「
い
と
か
し
こ
う
も
の
し
た
ま
」

と
い
う
椀
曲
な
表
現
に
、
財
力
に
物
を
言
わ
せ
て
若
い
朝
光
の
心
を
引
き
止

め
よ
う
と
す
る
敦
忠
女
へ
の
椰
楡
が
篭
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
ぜ
ざ
る
を

得
な
い
。
し
か
し
、
「
世
覚
え
」
を
何
よ
り
も
重
視
す
る
貴
族
社
会
に
あ
っ

て
、
朝
光
ほ
ど
の
人
物
が
、
単
な
る
個
人
的
な
財
産
欲
だ
け
で
、
こ
の
よ
う

唐
衣
着
せ
て
、
え
も
い
は
ず
装
束
き
て
、
す
ゑ
並
べ
て
、
し
つ
ら
ひ
有

様
よ
り
は
じ
め
て
、
め
で
た
く
し
た
て
て
、
か
し
づ
き
聞
こ
ゆ
る
こ
と
か

ぎ
り
な
し
。
大
将
歩
き
て
帰
り
た
ま
ふ
折
は
、
冬
は
火
お
ほ
ら
か
に
埋
み

て
、
薫
物
大
き
に
つ
く
り
て
、
伏
籠
う
ち
置
き
て
、
蕊
に
着
た
ま
ふ
御
衣

を
ば
、
暖
か
に
て
ぞ
着
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
炭
櫃
に
銀
の
提
子
二
十

ば
か
り
を
据
ゑ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
薬
を
置
き
並
べ
て
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
。
ま

た
、
寝
た
ま
ふ
畳
の
上
筵
に
、
綿
入
れ
て
ぞ
敷
か
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま

ふ
。
寝
た
ま
ふ
時
に
は
、
大
き
な
る
熨
斗
持
ち
た
る
女
房
三
四
人
ば
か
り

出
で
来
て
、
か
の
大
殿
篭
る
筵
を
ば
、
暖
か
に
の
し
な
で
て
ぞ
寝
さ
せ
た

て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
あ
ま
り
な
る
御
用
意
な
り
し
か
は
。
お
ほ
か
た
の
し

つ
ら
ひ
・
有
様
、
女
房
の
装
束
な
ど
は
め
で
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
北
の
方

は
、
練
色
の
衣
の
綿
厚
き
二
つ
ば
か
り
に
、
白
袴
う
ち
着
て
ぞ
お
は
し
け

る
。
年
四
十
余
ば
か
り
な
る
人
の
、
大
将
に
は
親
ば
か
り
ぞ
お
は
し
け
る
。

色
黒
く
て
、
額
に
花
が
た
う
ち
付
き
て
、
髪
ち
ぢ
け
た
る
に
ぞ
お
は
し
け

る
。
（
兼
通
伝
。
文
中
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

摂
関
期
の
代
表
的
な
邸
宅
の
一
つ
で
あ
る
枇
杷
殿
の
歴
史
は
古
く
、
史
料

（
”
一
）

的
に
は
藤
原
長
良
の
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
尊
卑
分
脈
」
「
公

｛
塑
一

卿
補
任
」
は
、
長
良
に
つ
い
て
「
号
枇
杷
（
殿
ご
と
記
す
が
、
そ
の
後
は

（
邸
）

（
輻
一

基
経
を
経
て
、
「
枇
杷
左
大
臣
」
こ
と
仲
平
（
基
経
二
男
）
に
伝
領
さ
れ
る
。

仲
平
は
、
兄
の
時
平
、
弟
の
忠
平
と
い
う
傑
出
し
た
二
人
の
間
に
あ
っ
て
、

政
治
的
な
血
で
は
必
ず
し
も
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
か
っ
た
が
、
一
向

富
裕
の
人
と
し
て
名
高
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
『
江
談
抄
」
に
次
の
よ
う
な

逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。

な
明
ら
か
に
世
間
の
悪
評
を
買
う
こ
と
が
予
測
で
き
る
行
為
に
踏
み
切
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
朝
光
が
取
り
立
て
て
貧
し
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

『
栄
花
物
語
」
に
は
、
「
故
堀
河
殿
の
御
宝
は
、
こ
の
大
将
の
御
も
と
に
ぞ
み

な
渡
り
に
た
る
。
故
中
宮
の
御
物
の
具
ど
も
も
、
た
だ
こ
の
殿
を
い
み
じ
き

も
の
に
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、
そ
れ
も
み
な
こ
の
殿
に
ぞ
渡

（
釦
）

り
に
け
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
信
じ
れ
ば
、
父
兼
通
・
姉
娼
子
の
遺
産
は
、

そ
の
す
べ
て
が
朝
光
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
事
実
、
朝
光

は
、
父
か
ら
閑
院
と
い
う
冬
嗣
以
来
の
摂
関
家
屈
指
の
名
邸
を
受
け
継
い

（
副
）

で
い
る
。
敦
忠
女
と
の
結
婚
の
背
後
に
は
、
朝
光
個
人
の
思
惑
を
超
え
た
何

ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

治
部
卿
伊
房
談
Ｒ
・
仲
平
大
臣
者
富
饒
之
人
也
。
枇
杷
殿
一
町
々
中
四

－

－

■■■■■■■■■■
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（
Ｆ
“
）

仲
平
に
は
目
立
っ
た
男
子
が
な
く
、
枇
杷
殿
は
娘
の
明
子
、
さ
ら
に
は
明

子
と
敦
忠
の
問
に
生
ま
れ
た
女
子
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
女
子
が
今

問
題
と
な
る
延
光
未
亡
人
で
あ
っ
て
、
延
光
が
「
枇
杷
大
納
言
」
と
号
さ
れ

た
の
は
、
妻
方
の
邸
宅
で
あ
る
枇
杷
殿
に
居
住
し
た
こ
と
に
よ
る
。
『
大
鏡
」

が
伝
え
る
彼
女
の
莫
大
な
財
朧
は
、
そ
の
邸
宅
と
と
も
に
、
戯
〃
の
祖
父
で

あ
る
仲
平
譲
り
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
尊
卑
分
脈
」
は
、
延
光
の
子
と
し
て
泰
平
と
い
う
人
物
を
一
人
あ
げ
る
の

み
だ
が
、
敦
忠
女
と
の
間
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
小
一
条
家
の
済
時
室
と

な
っ
た
女
子
が
い
た
。
仲
平
没
後
の
枇
杷
殿
が
、
明
子
ｌ
敦
忠
女
と
二
代
に

渡
っ
て
女
系
に
伝
領
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
枇
杷
殿
お
よ
び
そ
れ
に
付

随
す
る
財
産
は
敦
忠
女
か
ら
済
時
室
、
さ
ら
に
は
そ
の
子
供
た
ち
に
伝
え
ら

れ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
済
時
と
延
光
女
の
間
に
は
、
相
任
・
通

一
郡
一

任
・
賊
子
・
敦
道
親
王
妃
の
一
男
三
女
が
あ
っ
た
が
、
長
女
賊
子
は
『
栄
花
物

語
」
で
も
一
貫
し
て
「
小
一
条
の
姫
君
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
早
く
か
ら
后

が
ね
と
し
て
、
済
時
の
本
邸
小
一
条
殿
で
か
し
ず
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

（
調
一

敦
道
親
王
妃
は
済
時
の
雌
（
右
大
臣
藤
原
定
方
女
）
に
養
育
さ
れ
て
い
た
。

枇
杷
殿
の
相
続
者
に
予
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
『
栄
花
物
語
」
に
「
大
北
の
方

（
帥
一

と
り
は
な
ち
て
、
枇
杷
殿
に
て
ぞ
養
ひ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
」
と
伝
え

ら
れ
る
相
任
（
幼
名
長
命
君
）
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
相

任
は
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
に
十
六
歳
と
い
う
若
さ
で
出
家
遁
世
を
遂
げ

（
訓
）

て
し
ま
》
っ
。

一
が
一

分
一
立
住
屋
。
残
皆
是
立
舎
庫
。
珍
宝
玩
好
不
可
勝
計
云
々
・

し
二
一

朝
光
の
結
婚

冒
頭
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
朝
光
の
母
昭
子
女
王
の
父
は
醍
醐
天
皇
の
皇

一
塊
）

子
有
明
親
王
で
あ
る
が
、
母
暁
子
は
仲
平
の
長
女
で
、
敦
忠
女
の
母
明
子
の

姉
に
当
た
る
。
暁
子
は
仲
平
か
ら
堀
河
殿
を
伝
領
し
、
そ
こ
に
有
明
親
王
を（

猫
）

迎
え
、
さ
ら
に
は
兼
通
を
昭
子
女
王
の
婿
と
し
て
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
暁
子
に
と
っ
て
も
、
枇
杷
殿
が
父
の
本
邸
と
し
て
愛
着
の
持
た
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
朝
光
が
敦
忠
女
の
も
と
へ
通

う
よ
う
に
な
っ
た
時
期
を
確
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
そ
れ
は
相
任
の
州
家

に
よ
っ
て
枇
杷
殿
の
相
続
問
題
が
白
紙
に
戻
っ
た
の
ち
、
暁
子
・
明
ｆ
の
二

人
に
分
か
れ
た
仲
平
家
の
財
産
を
合
わ
せ
て
朝
光
に
継
承
さ
せ
よ
う
と
す
る

暁
子
の
意
図
の
も
と
に
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
反
対
に
、
敦
忠

女
の
再
婚
が
相
任
の
出
家
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
そ

の
場
合
、
済
時
と
朝
光
の
間
に
摩
擦
が
生
じ
る
の
は
必
至
で
あ
る
。

朝
光
と
済
時
は
、
も
と
も
と
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
一
朝
光
集
」

に
は
、
朝
光
・
済
時
が
同
車
し
て
大
内
裏
を
退
出
し
、
車
中
で
唱
和
し
た
や

り
と
り
（
三
七
～
四
二
番
歌
）
や
、
済
時
が
朝
光
を
花
見
に
誘
っ
た
際
の
贈

答
（
四
三
・
四
囚
番
歌
）
な
ど
が
あ
り
、
二
人
の
親
し
さ
を
窺
わ
せ
る
。
朝

光
と
敦
忠
女
の
結
婚
に
つ
い
て
も
、
前
掲
の
一
○
二
・
一
○
三
番
歌
の
贈
答

に
続
い
て
、
「
か
く
か
よ
ひ
た
ま
へ
と
、
あ
さ
か
ら
す
と
か
く
し
た
ま
ふ
を
、

左
大
将
見
あ
ら
は
し
た
ま
ひ
て
、
よ
ひ
と
よ
物
か
た
り
し
給
て
か
へ
り
た
ま

ひ
ぬ
、
ま
た
の
日
、
左
」
の
詞
書
で
、
「
し
の
ふ
く
さ
い
か
な
る
つ
ゆ
か
を

き
つ
ら
ん
け
さ
は
ね
も
み
な
あ
ら
は
れ
に
け
り
」
「
あ
さ
ち
ふ
を
た
つ
ね
さ

り
せ
は
し
の
ふ
く
さ
む
す
ひ
を
き
け
ん
つ
ゆ
を
見
ま
し
や
」
と
あ
る
が
、
こ

の
贈
答
か
ら
は
朝
光
と
済
時
の
間
に
こ
の
結
婚
を
め
ぐ
る
軌
礫
が
あ
っ
た
と

五



は
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
正
暦
元
年
（
九
九
○
）
十
二
月
二
十
六
日
に
行

わ
れ
た
済
時
女
の
着
裳
の
儀
で
、
朝
光
は
二
女
（
敦
道
親
王
妃
）
の
腰
結
を

｛
別
〉

務
め
る
な
ど
、
二
人
の
親
密
さ
は
晩
年
に
至
る
ま
で
変
わ
ら
ず
、
枇
杷
殿
を

め
ぐ
る
係
争
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。

⑪
長
良
ｌ
②
基
経

民
明
子

仲
平

両
型

暁

朝
光

有
明
親
王
一
一口

忠
平
員
師
輔

兼
通

時
平
ｌ
敦
忠
源
延
光

Ｔ
Ｉ
Ｉ
ｌ
鼠
寺
舎

忠
平

一

師81
尹 車 ’

＊
登
褒
Ⅱ
枇
杷
殿
に
居
住
し
た
人
物

＊
①
②
…
Ⅱ
枇
杷
殿
の
伝
領
順

｜
Ｔ
女済

時

敦賊通相
道子任任
妃

<系図3＞

済
時
室
は
相
任
の
出
家
以
前
に
没
し
、
済
時
と
枇
杷
殿
の
直
接
の
関
係
は

す
で
に
解
消
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
引
用
し
た
済
時
の
歌

に
「
し
の
ふ
く
さ
」
と
あ
る
こ
と
も
、
枇
杷
殿
お
よ
び
そ
の
主
が
思
い
出
の
よ

す
が
に
な
っ
て
い
た
感
を
与
え
る
。
相
任
の
出
家
後
、
あ
ら
た
め
て
枇
杷
殿
の

相
続
者
を
決
め
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
も
、
済
時
が
敦
忠
女
と
朝
光
の
結
婚
に

つ
い
て
異
を
唱
え
な
か
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
説
明
が
つ
く
。

朝
光
と
敦
忠
女
の
結
婚
は
、
暁
子
、
明
子
、
昭
子
女
王
、
お
よ
び
敦
忠
女

の
四
者
同
意
の
上
で
、
敦
忠
女
が
朝
光
を
相
続
人
と
し
て
指
定
す
る
た
め
の

（
潟
）

方
便
で
あ
っ
た
。
見
る
べ
き
男
系
の
子
孫
を
持
た
な
か
っ
た
仲
平
家
の
女
性

た
ち
が
、
最
後
に
そ
の
命
運
を
託
そ
う
と
し
た
の
が
朝
光
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
結
婚
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
二
人
の
結
婚
を

財
産
目
当
て
の
も
の
と
す
る
『
大
鏡
」
の
逸
話
が
生
ま
れ
、
そ
の
不
自
然
さ

に
対
す
る
反
感
や
嫉
妬
が
、
継
母
に
な
っ
た
敦
忠
女
の
策
謀
に
よ
っ
て
朝
光

（
妬
）

女
姫
子
が
花
山
天
皇
の
寵
愛
を
失
っ
た
と
い
う
悪
意
に
満
ち
た
噂
を
呼
ん
だ

の
で
は
な
い
か
。

父
祖
の
例
に
倣
っ
て
娘
を
入
内
さ
せ
、
外
戚
・
摂
関
の
座
を
目
指
し
た
朝

光
だ
っ
た
が
、
姫
子
の
入
内
は
失
敗
に
終
わ
り
、
さ
ら
に
は
一
条
天
皇
の
即

位
に
よ
っ
て
兼
家
が
盤
石
の
体
制
を
固
め
た
こ
と
で
、
そ
の
夢
は
絶
た
れ
た
。

兼
通
と
の
長
年
に
わ
た
る
確
執
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鍾
愛
す
る
外
孫
居
貞
親

王
（
の
ち
の
三
条
天
皇
）
の
春
宮
大
夫
に
抜
擢
す
る
な
ど
、
兼
家
は
朝
光
を

四

｛
ハ



（
打
）
（
認
）

厚
遇
し
た
し
、
円
融
院
別
当
と
し
て
院
の
信
任
も
厚
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
新

（
調
）

政
権
に
お
け
る
朝
光
の
声
望
は
決
し
て
低
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
わ
が

世
の
春
を
悲
歌
す
る
兼
家
一
門
を
座
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
日
々
は
、
内
心
の

篭
積
を
つ
の
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
都
を
襲
っ
た
大
疫
瘻
の
な
か
、
朝
光
は
枇
杷
殿

（
、
）

に
お
い
て
四
十
五
年
の
生
涯
を
閉
じ
る
。
彼
の
死
後
、
枇
杷
殿
は
敦
忠
女
か

｛
Ⅷ
）

ら
道
長
の
手
に
渡
り
、
一
条
・
三
条
朝
の
里
内
裏
と
し
て
、
そ
の
後
は
道
長

次
女
研
子
（
三
条
中
宮
）
の
里
第
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
朝

光
の
本
邸
で
あ
っ
た
閑
院
は
、
有
明
親
王
女
（
旅
子
女
王
）
を
妻
に
し
て
い

（
鰹
）

た
関
係
も
あ
っ
て
か
、
師
輔
の
末
子
公
季
へ
と
売
却
さ
れ
る
。
朝
光
に
よ
っ

て
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
仲
平
一
族
・
有
明
親
王
家
の
夢
は
、
閑
院
と
と
も

に
公
季
へ
と
託
さ
れ
た
が
、
そ
の
実
現
は
は
る
か
後
、
公
季
の
曾
孫
茂
子
所

｛
喝
｝

生
の
白
河
天
皇
の
即
位
ま
で
待
た
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

注（
１
）
「
尊
卑
分
脈
」
第
一
篇
、
摂
家
相
続
孫
お
よ
び
一
朝
光
集
』
勘
物

は
「
能
子
女
王
」
と
す
る
が
、
『
公
卿
補
任
」
天
延
二
年
条
尻
付
お

よ
び
「
権
記
」
長
保
二
年
四
月
七
日
条
「
天
延
元
年
七
月
一
日
、

皇
后
立
、
同
月
廿
日
、
従
内
大
臣
第
遷
御
内
裏
、
藤
原
朝
臣
朝
光

叙
正
五
位
下
、
皇
后
弟
也
、
十
月
十
四
日
、
無
位
昭
子
女
王
叙
ｆ

三
位
、
后
母
也
」
に
従
う
。

（
２
）
「
十
一
月
一
日
丁
巳
。
太
政
大
臣
従
一
位
藤
原
朝
臣
伊
尹
莞
。

〈
年
冊
九
〉
」
二
日
本
紀
略
」
。
『
公
卿
補
任
」
「
大
鏡
裏
書
」
は
正
二

朝
光
の
結
婚

位
に
作
る
）
。
兼
通
・
兼
家
の
官
位
は
、
『
公
卿
補
任
」
同
年
条
に

よ
る
。

（
３
）
兼
通
は
天
禄
三
年
十
一
月
二
十
七
日
に
内
大
臣
に
な
る
が
二
日

本
紀
略
」
『
公
卿
補
任
」
）
、
『
親
信
卿
記
」
（
陽
明
本
）
同
二
十
六
日

条
に
、
兼
通
の
任
内
大
臣
は
「
前
宮
遺
命
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、

兼
通
が
安
子
の
生
前
に
、
関
白
は
兄
弟
順
に
任
命
す
べ
し
、
と
い

う
直
筆
の
書
付
け
を
得
て
お
き
、
円
融
天
皇
に
そ
れ
を
示
し
て
兼

家
を
出
し
抜
い
た
と
い
う
逸
話
は
、
『
大
鏡
」
増
補
本
系
諸
本
、

「
愚
管
抄
」
巻
第
三
（
円
融
）
、
『
古
事
談
」
第
二
、
臣
節
な
ど
に
見

ら
れ
る
。

（
４
）
嬉
子
は
天
延
元
年
二
月
二
十
日
に
入
内
、
四
月
七
日
女
御
宣
下
、

七
月
一
日
皇
后
二
日
本
紀
略
」
「
親
信
卿
記
」
『
権
記
」
注
（
１
）

前
掲
条
な
ど
に
よ
る
）
。
ま
た
、
天
延
二
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
、

朝
光
・
顕
光
・
時
光
の
三
子
が
立
て
続
け
に
公
卿
の
仲
間
入
り
を

し
て
い
る
。

（
５
）
一
条
朝
以
降
に
は
十
代
の
大
納
言
も
現
れ
る
が
、
朝
光
以
前
に

二
十
代
で
大
納
言
に
な
っ
た
の
は
、
嵯
峨
一
世
源
氏
の
常
（
二
十

七
歳
）
、
藤
原
時
平
（
二
十
六
歳
）
の
二
人
し
か
い
な
い
。
ち
な
み

に
良
房
は
三
十
九
歳
、
基
経
三
十
五
歳
、
忠
平
は
三
’
二
歳
で
任

官
し
て
い
る
。

（
６
）
朝
光
は
天
延
三
年
正
月
二
十
六
日
に
権
中
納
言
、
顕
光
は
同
年

十
一
月
二
十
七
日
任
参
議
。
ま
た
、
顕
光
は
、
朝
光
の
権
大
納
言

昇
進
と
何
時
に
権
中
納
言
に
進
ん
だ
亀
公
卿
補
任
」
）
。
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（
７
）
『
大
鏡
」
兼
通
伝
本
文
お
よ
び
裏
書
は
、
娼
子
の
母
を
元
平
親
王

女
と
す
る
が
、
注
（
１
）
に
引
い
た
『
権
記
」
長
保
二
年
四
月
七

日
条
お
よ
び
『
中
右
記
」
大
治
五
年
二
月
二
十
一
日
条
「
天
禄
四

年
七
月
一
日
、
立
藤
蟷
子
為
中
宮
〈
廿
七
〉
、
関
白
兼
通
一
女
、

〈
母
有
明
親
王
二
女
〉
」
に
よ
り
、
嬉
子
の
母
は
朝
光
と
同
じ
く
昭

子
女
王
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
８
）
顕
光
に
対
す
る
同
時
代
人
の
評
価
は
厳
し
く
、
「
小
右
記
」
寛
仁

元
年
十
一
〃
十
八
日
条
に
「
左
相
国
始
自
五
舶
至
丞
相
万
人
噸
勝

巳
無
休
慰
」
と
あ
る
ほ
か
、
「
御
堂
関
白
記
」
に
も
、
そ
の
公
事
に

お
け
る
失
態
を
非
難
す
る
記
事
が
散
見
す
る
。

（
９
）
巻
第
二
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
。
以
下
、
『
栄
花
物
語
」
の
引
用

は
、
小
学
館
新
古
典
全
集
に
よ
る
。

（
Ⅲ
）
『
大
鏡
」
本
文
の
引
用
は
、
小
学
館
新
古
典
全
集
に
よ
る
。

（
Ⅱ
）
「
朝
光
集
」
に
は
、
中
宮
宣
旨
・
中
将
の
君
・
宮
の
君
・
少
将
の

君
・
小
大
君
・
馬
内
侍
な
ど
と
の
贈
答
が
見
ら
れ
る
。

（
岨
）
「
大
鏡
」
兼
通
伝
本
文
お
よ
び
裏
書
に
は
、
朝
光
と
重
明
親
王
女

と
の
間
の
子
と
し
て
、
朝
経
・
登
朝
・
相
経
お
よ
び
姫
子
の
三
男

一
女
を
あ
げ
る
。
『
尊
卑
分
脈
」
は
朝
経
・
相
任
・
登
朝
の
母
を
重

明
親
王
女
と
す
る
が
、
相
任
は
済
時
男
と
同
名
で
、
何
ら
か
の
混

乱
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
Ｂ
）
「
権
大
納
言
従
三
位
源
延
光
〈
五
十
〉
春
宮
大
夫
。
六
月
十
四
日

依
病
入
道
。
同
十
七
日
莞
。
号
枇
杷
大
納
言
」
二
公
卿
補
任
」
天

延
四
年
）
。

（
Ⅲ
）
「
七
日
乙
酉
。
中
納
言
従
三
位
藤
原
朝
臣
敦
忠
莞
」
（
「
日
本
紀
略
」

天
慶
六
年
三
月
）
、
「
権
中
納
言
従
三
位
同
敦
忠
三
月
七
日
卒

（
三
十
八
）
。
号
枇
杷
中
納
言
。
又
土
御
門
。
又
本
院
」
二
公
卿
補

任
」
天
慶
六
年
）
・

（
旧
）
「
公
卿
補
任
」
に
よ
れ
ば
、
済
時
は
長
徳
元
年
四
月
二
十
三
日
に

五
十
五
歳
で
莞
じ
て
い
る
の
で
、
生
年
は
天
慶
四
年
（
九
四
二
・

（
略
）
こ
の
訶
書
に
続
け
て
、
「
あ
か
す
し
て
か
へ
る
み
や
ま
の
し
ら
ゆ

き
は
み
ち
も
な
き
ま
て
う
つ
も
れ
に
け
り
」
「
と
も
す
れ
は
あ
と
た

え
ぬ
へ
き
か
へ
る
や
ま
こ
し
ち
の
ゆ
き
は
さ
や
つ
も
る
ら
ん
」
の

贈
答
が
あ
る
。
以
下
、
『
朝
光
集
」
等
の
引
用
は
私
家
集
大
成
に
よ

る
。

（
Ⅳ
）
「
右
大
弁
先
消
息
云
、
枇
杷
殿
尼
入
滅
、
可
謂
継
母
歎
」
（
長
和

五
年
三
月
十
三
日
条
）
。
朝
経
は
こ
の
時
正
四
位
下
参
議
右
大
弁
。

「
枇
杷
殿
尼
」
は
敦
忠
女
と
見
て
問
題
な
い
だ
ろ
う
。

（
肥
）
「
朝
光
集
」
一
○
六
番
歌
、
『
高
光
集
」
四
一
番
歌
詞
書
に
そ
れ

ぞ
れ
、
「
た
う
の
み
ね
の
き
み
に
、
ひ
は
殿
の
御
い
の
り
し
た
ま
へ

と
の
給
け
れ
は
、
み
れ
の
君
、
大
納
言
殿
の
御
を
り
よ
り
を
ろ
か

な
ら
す
な
ん
と
て
」
、
「
た
う
の
み
ね
に
は
へ
る
こ
ろ
、
あ
さ
み
つ

の
大
納
言
、
ひ
は
の
き
た
の
か
た
わ
つ
ら
ひ
た
ま
ふ
と
て
、
い
の

り
せ
よ
と
の
た
ま
へ
る
に
」
と
あ
る
。

（
旧
）
朝
光
と
敦
忠
女
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
島
田
と
よ
子
氏
「
敦
忠

女
と
朝
光
ｌ
『
栄
花
物
語
」
と
「
大
鏡
」
の
叙
述
に
つ
い
て
ｌ
」

ａ
園
田
国
文
」
一
五
、
一
九
九
四
年
）
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
つ

八



た
。
島
田
氏
は
、
二
人
の
結
婚
が
母
同
士
が
従
姉
妹
と
い
う
血
縁

関
係
か
ら
来
る
親
近
感
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
指
摘
さ
れ
て

い
ス
》
Ｏ

（
別
）
巻
第
二
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言

（
劃
）
「
閑
院
二
条
南
西
洞
院
西
一
町
、
冬
嗣
大
臣
家
、
金
岡
畳
水
石
、

公
季
公
伝
領
云
云
」
亀
拾
芥
抄
」
中
・
諸
名
所
部
第
二
十
）
。
『
栄

花
物
語
」
巻
第
三
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
に
は
、
「
閑
院
は
故
堀
河

殿
の
御
領
に
て
、
朝
光
の
大
納
言
ぞ
住
み
た
ま
ひ
け
る
」
と
あ
る
。

（
〃
）
以
下
に
触
れ
る
枇
杷
殿
の
沿
革
、
そ
の
伝
領
に
つ
い
て
は
、
野

口
孝
子
氏
「
平
安
時
代
に
お
け
る
枇
杷
第
の
伝
領
に
つ
い
て

（
上
・
下
と
（
「
古
代
文
化
」
三
三
巻
七
・
八
号
、
一
九
八
一
年
）
、

栗
原
弘
氏
「
平
安
初
期
～
中
期
枇
杷
第
に
於
け
る
居
住
形
態
に
つ

い
て
」
二
文
化
史
学
」
四
四
、
一
九
八
八
年
）
の
両
論
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き
い
。

（
路
）
『
尊
卑
分
脈
」
第
一
篇
、
摂
家
相
続
孫
・
長
良
に
「
号
枇
杷
」
、

「
公
卿
補
任
」
斉
衡
三
年
条
に
「
権
中
納
言
正
三
位
薩
長
良
〈
五
十

二
〉
…
七
月
三
日
蕊
。
…
号
枇
杷
殿
」
と
あ
る
。

（
別
）
基
経
が
枇
杷
殿
を
所
有
・
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
九
暦
」
天

慶
七
年
十
二
月
十
一
日
条
「
堀
河
太
政
大
臣
元
慶
・
仁
和
間
、
被

住
枇
杷
殿
」
、
『
日
本
三
代
実
録
」
元
慶
四
年
十
二
月
十
五
日
、
二

十
一
日
、
同
五
年
四
月
二
十
五
日
各
条
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る

（
栗
原
氏
注
（
犯
）
論
文
）
。

（
妬
）
『
尊
卑
分
脈
」
第
一
篇
、
摂
家
相
続
孫
・
仲
平
に
「
号
枇
杷
大
臣
」
、

朝
光
の
結
婚

『
公
卿
補
任
」
天
慶
八
年
条
に
「
左
大
臣
正
二
位
同
仲
平
左
大
将
。

皇
太
子
傅
。
九
月
二
日
出
家
。
法
名
静
覚
。
同
五
日
莞
（
七
十
二
・

号
枇
杷
左
大
臣
」
と
あ
る
ほ
か
、
『
大
和
物
語
」
『
大
鏡
」
等
に
も

「
枇
杷
の
大
臣
」
「
枇
杷
左
大
臣
」
と
見
え
る
。

（
邪
）
引
用
本
文
は
、
江
談
抄
研
究
会
編
「
古
本
系
江
談
抄
注
解
〔
補

訂
版
〕
」
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
る
。

（
”
）
「
仲
平
ｌ
女
子
従
四
上
明
子
〈
中
納
言
敦
忠
室
〉
」
二
尊
卑

分
脈
」
第
一
篇
、
摂
家
相
続
孫
）
。
明
子
と
結
峨
し
た
敦
忠
が
「
枇

杷
中
納
言
」
と
号
さ
れ
た
こ
と
は
、
注
（
皿
）
に
引
く
『
公
卿
補

任
」
に
見
え
る
。
明
子
と
敦
忠
の
間
の
子
に
つ
い
て
は
、
槇
野
廣

造
氏
「
藤
原
敦
忠
の
子
供
た
ち
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
七
五
、
一

九
八
六
年
）
に
詳
し
い
。

（
路
）
『
尊
卑
分
脈
」
第
二
篇
、
師
尹
公
孫
に
は
済
時
の
子
と
し
て
五
男

二
女
を
載
せ
、
そ
の
う
ち
相
任
に
の
み
「
母
延
光
卿
女
」
と
注
記

す
る
。
賊
子
・
敦
道
親
王
妃
に
母
の
記
載
は
な
い
が
、
『
栄
花
物

語
」
・
「
大
鏡
』
師
尹
伝
本
文
お
よ
び
裏
書
か
ら
、
延
光
女
と
確
認

で
き
る
。
通
任
に
は
、
「
母
皇
太
后
宮
亮
源
能
正
女
或
源
兼
忠
女

云
々
」
と
注
記
す
る
が
、
「
公
卿
補
任
」
寛
弘
八
年
尻
付
は
「
母
権

大
納
言
源
延
光
卿
女
」
と
す
る
。
通
任
が
、
賊
子
所
有
の
華
山
院

に
敦
儀
親
王
（
三
条
皇
子
。
母
賊
子
）
と
同
居
す
る
（
「
小
右
記
』

長
和
三
年
十
二
月
十
七
日
条
）
な
ど
、
賊
子
と
の
密
接
な
関
係
が

窺
え
る
こ
と
か
ら
も
、
『
公
卿
補
任
』
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
空
「
姫
君
の
御
有
様
、
一
つ
に
も
あ
ら
ず
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
へ

九



れ
ば
、
中
の
君
を
ば
祖
母
北
の
方
と
り
は
な
ち
て
養
ひ
き
こ
え
た

ま
ふ
。
そ
の
上
の
い
た
う
老
い
た
ま
ひ
に
た
れ
ば
、
よ
き
御
北
の

方
と
な
ん
聞
え
た
れ
ど
、
左
大
将
さ
も
思
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ぬ
を
、

口
惜
し
う
小
一
条
殿
に
思
い
た
る
べ
し
」
二
栄
花
物
語
」
巻
第
囲

み
は
て
ぬ
ゆ
め
）
。

（
釦
）
巻
第
一
月
の
宴

（
別
）
「
尊
卑
分
脈
」
第
二
篇
、
師
尹
公
孫
・
相
任
に
、
「
寛
和
二
・
－

出
〈
十
六
〉
」
と
あ
る
。

（
塊
）
「
今
日
。
従
三
位
藤
原
暁
子
於
浄
士
寺
為
尼
。
右
衛
門
督
源
忠
清

母
。
故
枇
杷
左
大
臣
長
女
也
」
含
日
本
紀
略
」
寛
和
二
年
三
月
十

四
日
）
。
「
尊
卑
分
脈
」
も
、
仲
平
女
子
の
一
人
に
「
暁
子
〈
有
明

親
王
室
参
議
忠
清
母
〉
」
と
記
す
。
源
忠
清
は
有
明
親
王
一
男
で
、

正
三
位
参
議
右
衛
門
督
に
至
る
。

（
羽
）
角
田
文
衛
氏
『
承
香
殿
の
女
御
」
（
中
公
新
書
、
一
九
六
三
年
）
、

島
田
氏
注
（
岨
）
論
文
。

（
別
）
「
今
夜
左
大
将
女
二
人
着
裳
、
…
太
娘
腰
主
人
結
、
二
娘
腰
按
察

納
言
結
云
々
」
（
「
小
右
記
」
同
日
条
）
。

（
弱
）
相
任
が
出
家
し
た
寛
和
二
年
の
時
点
で
、
暁
子
（
注
（
兇
）
参

照
）
・
昭
子
女
王
（
「
小
記
Ｈ
録
」
に
よ
れ
ば
、
昭
子
は
正
暦
五
年

〈
九
九
四
〉
七
月
七
Ｈ
蕊
）
と
も
健
在
。
明
子
に
つ
い
て
は
不
明
だ

が
、
『
本
朝
文
粋
」
巻
第
六
所
収
の
奏
状
に
よ
れ
ば
、
天
延
四
年

（
九
六
七
）
七
十
代
で
健
在
。
角
田
文
衛
氏
は
「
小
右
記
」
長
徳
二

年
一
月
十
日
条
に
見
え
る
「
藤
原
明
子
」
を
仲
平
女
と
し
二
若
紫

抄
」
一
三
五
頁
、
一
九
六
八
年
）
、
栗
原
氏
注
（
配
）
論
文
も
そ
れ

を
踏
襲
し
て
い
る
《
》

（
弱
）
『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
に
、
姫
子
が
花
山

天
皇
の
寵
愛
を
失
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
昌
御
継
母
の
北
の
方
の

い
か
に
し
た
ま
ひ
つ
る
に
か
」
と
ま
で
、
世
人
申
し
思
へ
り
」
と

記
す
。
た
だ
し
、
二
人
の
再
婚
が
相
任
の
出
家
後
と
す
れ
ば
、
姫

子
の
失
寵
・
退
出
は
永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
二
月
の
入
内
後
数

ヶ
月
の
間
の
出
来
事
の
は
ず
な
の
で
、
継
母
敦
忠
女
の
策
謀
が
原

因
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、
仲
平
一
族
に
と
っ
て
も

期
待
の
か
か
る
朝
光
女
の
入
内
を
、
同
じ
血
を
引
く
敦
忠
女
が
妨

害
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
島
田
氏
は
、
『
栄
花
物
語
」
や

一
大
鏡
」
に
描
か
れ
る
朝
光
・
敦
忠
女
・
姫
子
の
話
に
、
「
字
津
保

物
語
」
忠
こ
そ
の
巻
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は

朝
光
男
相
経
が
二
人
の
結
婚
前
後
に
出
家
し
て
い
る
こ
と
も
関
係

し
て
い
る
か
。

（
訂
）
「
権
大
納
言
正
二
位
藤
朝
光
左
大
将
。
七
月
－
春
宮
大
夫
」

二
公
卿
補
任
」
寛
和
二
年
）
。
こ
の
坊
官
人
事
は
、
六
月
二
士
一
両

の
一
条
践
鮓
に
続
い
て
行
わ
れ
た
居
貞
親
王
立
太
子
に
よ
る
も
の
。

こ
れ
以
外
に
も
、
兼
家
の
賀
茂
詣
の
際
、
他
の
公
卿
が
み
な
乗
馬

で
供
奉
す
る
な
か
で
、
朝
光
は
兼
家
の
車
に
陪
乗
す
る
含
小
右
記
」

永
延
元
年
四
月
十
六
日
条
、
永
鮓
元
年
二
月
二
十
八
日
条
）
な
ど
、

特
に
厚
遇
さ
れ
て
い
る
節
が
見
え
る
。

魂
）
『
小
右
記
」
に
よ
れ
ば
、
朝
光
は
天
元
五
年
（
九
八
三
六
月
五

一

○



日
に
後
院
・
堀
河
院
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
、
譲
位
後
の
円
融
院
に

様
々
な
奉
仕
を
し
て
い
る
。
円
融
院
が
今
上
の
父
と
し
て
一
定
の

発
言
権
を
有
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
目
崎
徳
衛
氏
「
円
融
上
皇

と
宇
多
源
氏
」
（
『
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
」
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
五
年
）
に
詳
し
い
。

（
胡
）
『
栄
花
物
語
」
は
、
一
条
即
位
後
の
朝
光
に
つ
い
て
、
「
堀
河
の

左
大
将
、
た
だ
今
は
昔
も
今
も
い
と
な
ほ
や
む
ご
と
な
き
御
有
様

な
り
」
と
評
す
る
（
巻
第
三
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
）
・

（
㈹
）
「
大
納
言
正
二
位
同
朝
光
〈
四
十
五
〉
三
月
廿
円
莞
干
枇
杷
第
。

・
・
・
号
閑
院
大
将
」
二
公
卿
補
任
』
長
徳
元
年
）
。

（
４
）
「
権
記
」
長
保
四
年
九
月
二
十
八
日
条
「
大
殿
渡
御
枇
杷
殿
」
、

同
十
月
三
日
条
「
枇
杷
殿
竪
柱
上
棟
云
々
」
よ
り
、
長
保
四
年

（
一
○
○
二
）
ま
で
に
は
道
長
の
所
有
に
帰
し
て
い
た
。

（
遅
「
帰
宅
之
便
見
閑
院
故
大
納
言
家
、
今
日
内
府
被
買
領
」
（
「
権
記
」

長
保
三
年
四
月
二
十
一
日
条
）
。
「
内
府
」
は
こ
の
時
内
大
臣
で
あ

っ
た
藤
原
公
季
。
公
季
の
子
孫
が
閑
院
流
と
称
さ
れ
た
の
は
、
公

季
が
こ
の
閑
院
流
に
居
を
構
え
た
こ
と
に
よ
る
。

（
蝿
）
公
季
の
曾
孫
茂
子
は
、
道
長
男
能
信
の
養
女
と
し
て
東
宮
時
代

の
後
三
条
天
皇
に
配
侍
し
、
白
河
天
皇
を
生
ん
だ
が
、
こ
れ
が
院

政
期
に
お
け
る
閑
院
流
発
展
の
契
機
と
な
っ
た
。

（
た
か
は
し
・
て
る
み
本
学
非
常
勤
講
師
）

朝
光
の
結
婚

一
一

一
一


